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中央日本四県を対象とした教育旅行の誘致促進

新型コロナウイルス感染症の影響により、教育旅行の目的地を首都圏等から近隣県へ変更す

る動きが見られており、また、中部横断自動車道の静岡－山梨間が８月29日に全線開通し、中

央日本四県（長野県、山梨県、新潟県、静岡県）の更なる交流拡大が期待されています。

この機会を捉え、静岡県では感染状況を踏まえつつ、中央日本四県から本県への教育旅行を

誘致するための促進策を実施します。

＜事業の概要＞

区分 内 容

支援対象 中央日本四県の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等

支 援 額 生徒・児童１人あたり 宿泊：2,000円/泊、日帰り：1,000円

支援条件

①中央日本四県を発着地とする同四県内の小学校、中学校、高等学校、特別

支援学校等が実施する教育旅行であること

②静岡県内に１泊以上または県内の有料入場施設、飲食施設等に２ヶ所以上

立ち寄ること

③旅行行程の一部に貸切バスを利用すること

④次に掲げる感染症対策を実施していること

・一般社団法人日本旅行業協会の定める「国内修学旅行の手引き」を遵守

すること

・感染症対策に関するチェックリストを作成し、実績報告時に提出すること

実施期間 令和３年11月12日（金）～令和４年２月28日（月）

募集開始 令和３年11月 ５日（金）

申 請 先

公益社団法人静岡県観光協会

住 所：〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル２階

担当課：国内マーケティング課

連絡先：054-202-5595（TEL）、054-202-5597（FAX)


